
 事 務 連 絡 

令和４年 10 月 28 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その80） 

 

 

「検査料の点数の取扱いについて」（令和４年10月28日付け保医発1028第１号厚生労働省

保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知）において、「診療報酬の算

定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月４日付け保医発0304

第１号）が改正され、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び

SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、関連する

厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いについて下記のとおり取りまとめたので、その取

扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。 

 

記 

 

 

１．「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 18）」

（令和２年５月 22 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「５月 22 日事務連絡」と

いう。）の一部改正について 

  ５月 22 日事務連絡については、それぞれ「新型コロナウイルス感染症に係る診療報

酬上の臨時的な取扱いについて（その 25）」（令和２年７月 22 日厚生労働省保険局医

療課事務連絡。以下「７月 22 日事務連絡」という。）、「新型コロナウイルス感染症

に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 30）」（令和２年 11 月 11 日厚生労

働省保険局医療課事務連絡。以下「11 月 11 日事務連絡」という。）、「新型コロナウ

イルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 47）」（令和３年５月

12 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「５月 12 日事務連絡」という。）、「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 71）」（令

和４年７月１日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「７月１日事務連絡」という。）

御中 



及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その

74）」（令和４年９月１日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「９月１日事務連絡」

という。）により一部改正されたところであるが、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS

ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス抗原同時検出が

追加されたことに伴い、７月 22 日事務連絡、11 月 11 日事務連絡、５月 12 日事務連絡、

７月１日事務連絡及び９月１日事務連絡による一部改正後の５月 22 日事務連絡につい

て、以下のとおり改める。 

 
・ 「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検

出（SARS-CoV-2 を含む。）、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出及び

SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出」を「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核

酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2 を含む。）、SARS-CoV-2・

インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び

SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出」に改める。 

・ 「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検

出（SARS-CoV-2 を含む。）、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出及び

SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出並びに検体検査判断料」を「SARS-CoV-2（新

型コロナウイルス）核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2 を

含む。）、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸

同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出並びに検体検

査判断料」に改める。 

・ 「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイ

ルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出」を「SARS-CoV-2（新

型コロナウイルス）抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、

SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイ

ルス抗原同時検出」に改める。 

 

２．「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 22）」

（令和２年６月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「６月 15 日事務連絡」と

いう。）の一部改正について 

  ６月 15 日事務連絡については、７月 22 日事務連絡、11 月 11 日事務連絡、５月 12 日

事務連絡、７月１日事務連絡及び９月１日事務連絡により一部改正されたところであるが、

SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエン

ザ・RS ウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、７月 22 日事務連絡、11 月 11 日

事務連絡、５月 12 日事務連絡、7 月１日事務連絡及び９月１日事務連絡による一部改正

後の６月 15 日事務連絡について、以下のとおり改める。 

 

・ 「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検

出（SARS-CoV-2 を含む。）、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出及び



SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出」を「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核

酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出（SARS-CoV-2 を含む。）、SARS-CoV-2・

インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び

SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出」に改める。 

・ 「新型コロナウイルス）抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時

検出及び SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出」を「SARS-CoV-2（新型コロナウイ

ルス）抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・

RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス抗原同時

検出」に改める。 

 

以上 

 



保医発 1028 第 ４号 

令和４年 10 月 28 日 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する 

診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について 

 

「検査料の点数の取扱いについて」（令和４年 10 月 28 日付け保医発 1028 第１号厚生労働

省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官連名通知）において、「診療報酬の

算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月４日付け保医発 0304

第１号）が改正され、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-

2・インフルエンザ・RS ウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、「新型コロナウイル

ス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等に

ついて」（令和２年５月 13 日付け保医発 0513 第２号厚生労働省保険局医療課長通知。令和

４年９月１日最終改正。）を改正し、別紙のとおり取り扱うこととしたので、貴管下の保険

医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段のご

配慮を願いたい。 

 

  



（別紙） 

保医発 0513 第２号 

令和２年５月 13 日 

同年７月 22 日一部改正 

同年 11 月 11 日一部改正 

令和３年３月 24日一部改正 

同年５月 12 日一部改正 

令和４年７月１日一部改正 

令和４年９月 1 日一部改正 

令和４年 10 月 28 日一部改正 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う 

費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」（令和２年３月４日付け

健感発 0304 第５号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）において、感染症指定医療機関

等が実施した PCR 検査料（SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出、ウイルス・細菌核

酸多項目同時検出（SARS-CoV-2 を含む。）、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-

CoV-2・RS ウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス核酸同時

検出）及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料（初再診料などは含まない。）（以下

「PCR 検査料等」という。）に係る自己負担に相当する金額については、令和２年４月診療分

から、その審査及び支払事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委

託することが可能とされたところであるが、今般、「新型コロナウイルス感染症に係る行政

検査における抗原検査の取扱いについて」（令和３年５月 12 日厚生労働省健康局結核感染症

課事務連絡）において、感染症指定医療機関等が実施した抗原検査料（SARS-CoV-2（新型コ

ロナウイルス）抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-

2・RS ウイルス抗原同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RS ウイルス抗原同時検出）

及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料（初再診料などは含まない。）（以下「抗原検



査料等」という。）に係る自己負担に相当する金額についても、同様に委託することが可能

とされた。 

当該取扱いに伴い、保険医療機関による当該金額の請求（以下「本請求」という。）に係

る診療報酬明細書の記載等については、下記のとおりとするので、貴管下の保険医療機関、

審査支払機関等に対して周知徹底をお願いする。 

 

記 

 

１ 公費負担者番号欄について 

(１) 本請求に関する法別番号は「28」とすることとし、保険医療機関の所在地に応じ

て該当する公費負担者番号（８桁）を記載すること。（別紙参照） 

(２) 他の公費負担医療制度による給付が行われる場合の記載順については、既存の法

別番号 28 の公費負担医療（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律による一類感染症等の患者の入院（同法第 37 条）（以下「一類感染症等の患者の入

院」という。））と同様の取扱いとすること。 

なお、既存の法別番号 28 の公費負担医療と同時に記載する場合は、一類感染症等

の患者の入院の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に、本請求の公費負担者番

号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。 

また、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養におけ

る公費負担医療の提供について」（令和２年４月 30 日健感発 0430 第３号厚生労働省

健康局結核感染症課長通知）に基づき請求される法別番号 28 の公費負担医療（以下

「軽症者等に係る法別番号 28 の公費負担医療」という。）と同時に記載する場合は、

本請求の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に、軽症者等に係る法別番号 28

の公費負担医療の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。 

 

２ 公費負担医療の受給者番号について 

公費負担医療の受給者番号は、「9999996（７桁）」を記載すること。 

 

３ 「療養の給付」欄について 

本請求に係る「請求」の項には、実際に算定した PCR 検査料等並びに抗原検査料等の

合計点数を記載すること。また、本請求に係る「負担金額」又は「一部負担金額」の項

には「０円」と記載すること。 

 

記載例：「療養の給付」欄  

（１） １の（２）なお書きに該当する場合 

抗原検査の結果、陽性であったため、新型コロナウイルス感染症に係る入院医療を実施（急性期

一般入院料１（一般病棟入院期間加算を含めた 2,100 点）を算定する病棟に 10 日間入院）した場

合。 



 

       ※公費①：新型コロナウイルス感染症に係る入院医療 

  公費②：抗原検査料及び免疫学的検査判断料 

（２） １の（２）また書きに該当する場合 

      初診（288 点）時に抗原検査を実施したところ陰性、その後 PCR 検査を実施した結果、陽性であ

ったため、宿泊療養又は自宅療養となった患者に対して、 新型コロナウイルス感染症に係る医療

を実施（往診料（720 点）、再診料（73 点）及び外来管理加算（52 点）を算定）した場合。 

        

※公費①：抗原検査料及び免疫学的検査判断並びに PCR 検査料及び微生物学的検査判断料 

公費②：軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機関等を受診した（往診、訪問診療等 

による受診を含む。）新型コロナウイルス感染症に係る医療 

 

４ その他 

その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51

年８月７日保険発第 82 号）によること。 

 

５ 実施時期 

  PCR 検査料等については、令和２年４月診療分（５月請求分）から、また、抗原検査

料等については、令和２年５月診療分（６月請求分）から実施すること。 

請　　　求　　　点 ※　決　　　　　　定　　点 負　担　金　額　　円

21,444
減額　割(円)免除・支払猶予

点 ※　　　　　　　　　　　点 円

21,000 0

点 ※　　　　　　　　　　　点 円

444 0
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請　　　求　　　点 ※　決　　　　　　定　　点 一　部　負　担　金　額　　円

2,427
減額　割(円)免除・支払猶予

点 ※　　　　　　　　　　　点 円

1,294 0
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845 0
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